
はじめに

　１９８６年７月に労働者派遣法が施行される以前

より，「構内下請」「社外工」等雇用主である企業

家の事業所とは別の場所で労働者を就業させる

働かせかたは，比較的広範囲にみられた。建設

業のように，企業・事業所の所在地と建設工事

現場が原則として異なる業種はもとより，放送

番組制作業や水運・陸運・空運といった輸送業，

家政婦派遣業など労働者が事業主の所在地と空

間的に離れて働く業態自体はなにも特殊なもの

ではない。近代的工場制度は，一方で多数の労

働者を一つの事業所に集めて大量生産方式によ

る集中的就業形態を必要としたが，その時代に

おいても，原材料・製品の輸送や工場設備の建

築など工場事業主に直接雇用される労働者以外

が同一事業所で働くことは，広くみられたので

ある。

　しかし今日において，直接雇用していない労

働者を自己の事業所において就業させる契約関

係は，業態の特性による必然性や補完的業務に

限定されるという時代を抜けて，新しい段階に

到達した。すなわち，経営資源のアウトソーシ

ング（outsourcing）戦略の一環としての派遣労

働者や製造業務請負労働者の活用である。従来，

当該事業所内部では採用・育成できない専門的

技術・知識をもつ従業員を必要に応じて外注あ

るいは派遣契約により働かせたり，製造設備等

で自社内調達不可能な部品や設備を購買・外注

として発注する方式はとられていたが，いずれ

もその事業所の業務体系の一部分を外部資源に

依拠するという位置づけであった。これに対し

て，今日の戦略的アウトソーシングとは，基幹

的業務のパッチワーク（接ぎあて）ではなく，経

営効率，採算性の観点から事業としてまとまり

のある部門をまるごと外部の企業や事業所に委

託する方式である。たとえば情報システム部門，

人事・総務部門，製造ラインの一部分等の「外部

化」が進行している。確かに日本では，分社化，

子会社化，別会社化，あるいは企業買収による

系列化・企業グループ化など資本関係を継続し

たり，承継したりして分業システムを構築する

経営手法が，アウトソーシングという言葉が普

及する１９９０年代以前からおこなわれてきた。

　それに対して，今日の戦略的アウトソーシン

グとは，資本関係の有無にかかわらず，経営効

率，採算性の観点から，製造業を含めたあらゆ

る業種で，もともと企業内部で直接調達・配置・

管理されてきた機能を，外部の企業等に部分的

に完全委託する方式である。この場合，経営効

率・採算性が，社内生産（in house production）

かアウトソーシングかの選択において最も重要

な判断材料となる。自動車や電気機械器具製造

業のように大量の部品やユニットを組み立てて

完成品にする企業においては，かなり前から部

品・ユニットの調達は外部化されてきた。垂直

的分業生産システムの花形として自動車産業が

しばしばモデルとして注目されてきたことを知

る人は多い。しかし，製品の品質を保証する最

後の工程である最終組立ライン（ＦＡ）は，自社

設備と直接雇用労働者によっておこなわれるの
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が通例であった。ところが，近年ではこの最終

組立ラインですら，企業が直接雇用しない労働

者によってその一部分が担われるようになり，

２００４年３月１日以降は，「物の製造」業務への当

面１年間の労働者派遣が解禁された１）。

　ここで派遣法の制定以降相次ぐ改訂について

過去の経緯を必要な範囲で振り返ろう。労働者

派遣法が１９８６年に施行された当初は，ごく限ら

れた１６種類の業務についてのみ労働者の派遣が

認められていたが，９６年には２６業務へと対象業

務が拡大し，９９年の改正では，労働者派遣は原

則として自由とされ，例外的に禁止される業務

を，港湾運送，建設，警備とし，政令上の禁止

業務を医師・看護師等の医療関連の業務とした。

「物の製造」については，同法附則４項にもとづ

き，「当分の間」労働省令（当時）で派遣対象業務

から除外されたのであって，労働政策審議会等

の使用者側委員の意向は，一刻も早い解禁の実

施で一致していた。そしてついに，今回の２００３

年７月の派遣法改正により，「製造の業務」につ

いても「当分の間」，１年間に限って労働者を派遣

することが認められることになった２）。

　他方，労働者派遣法の制定（１９８５年）から最近

の法改正（２００３年）に至る時期には，円高の急速

な進行とバブル経済が始まり，製造業を初めと

して企業活動のグローバル化が急速に進んだ。

１９９０年代にバブル経済が崩壊した後は，なんど

か日本経済の立ち直りの可能性もあったが，グ

ローバル化の波と国内市場の衰退に対する有効

な対策を打てなかった経済政策運営により，景

気回復は実現せず，デフレスパイラル（不況の悪

循環）へと落ち込んでいった。特に１９９７年秋以降

の不況では，大企業の倒産や合併とならんで，

中堅・中小企業の倒産・廃業が相次ぎ，グロー

バル化対応で業績を回復している巨大メーカー

を除けば，不良債権処理と国内市場回復の遅れ

により多数の中小企業が経営状況を悪化させて

いる。そうしたなかで，もともと日本の生産シ

ステムの特徴とされてきた系列・下請取引，あ

るいは垂直的分業ネットワークが，急速に再編

成されていった。大企業を初めとして主流企業

は，経営資源の外部化あるいはアウト・ソーシ

ングの方向をめざすようになった。雇用管理に

おいては，１９９５年に日経連（現日本経団連）が「雇

用ポートフォリオ」を提唱して以来，雇用形態の

多様化あるいは内部労働市場と外部労働市場の

新しい組み合わせが堰を切ったように始まっ

た３）。今後は，それら内部・外部の労働市場を

接合する役割の一端を製造業務請負企業と労働

者派遣企業が担うという可能性が強まるのでは

ないか。その意味で，今回の派遣法改正に象徴

されるように，製造の業務における派遣事業の

解禁は，わが国製造業における分業生産構造に

新しい条件と課題をもたらすものと考えられる。

以下では，製造業務請負の定義，下請取引との

関係，事例調査研究，そして派遣法改正との関

連でみた今後の製造業務請負の展望を論じてい

く。

１　製造業務請負とは何か

（１）請負の概念からみた製造業務請負

　一般に，企業等がおこなう業務の一部を別の

企業や個人が請け負うことを，請負契約や業務

委託契約と呼んでいる。請負契約は，仕事の完

成を約束し，仕事の結果に対して報酬をもらう

契約（民法６３２条）である４）。業務委託契約は，法

律行為以外の事務を行うことを受諾した者が自

分の責任・管理のもとで，その事務の処理を行

うことを約束する契約（民法６５６条）とされる。

　さて，事業としての製造業務請負業は，製造

物の完成に対して報酬を受け取る関係を前提と

するから，その製造物が発注者の期待通りに完

成していなければならない。もちろんここで「完

成」とは，消費者や購買者に直接販売される物品

としての完成品である必要はない。これに対し

て，日本の製造業下請企業がこれまで取引先企

業と結んできた下請取引は，基本的には「業務委

託」の範囲に含められる。ただし，取引先企業と

下請企業の関係は，これまで「下請二法」と一括
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される，下請代金等支払遅延防止法と下請中小

企業振興法によって規制されてきた５）。

　今日一般に製造業務請負業とよばれているの

は，下請企業のような「製造委託」ではなく，顧

客企業の生産ラインの一部を，製造業務請負業

者自らが雇用する労働者を顧客企業の製造現場

に配置して，自らの指揮監督の下に「仕事の完

成」を約して労働者を働かせる事業を意味して

いる。そして，この請負事業の主たる内容は，

労務の供給である。なぜなら，顧客企業の生産

ラインに設置された製造設備・動力源・原材料・

部品・工場設備全般は，事業者の所有物ではな

く，顧客企業からの貸借（賃借）であることを前

提に，事業者が雇用する労働者を働かせている

からである。

　下請企業の場合，「委託」を「受託」する前提と

して，自社工場の保有，製造設備の保有ないし

確保（リースを含む），場合によっては原材料の

自社調達もおこなわれている。もちろん，下請

企業のなかには，金型を含む機械設備を親企業

から貸与され，原材料も図面も親企業から支給

されて製造に従事するレベルから，設計図をみ

ずから作り，部材の調達も自分でおこない，自

家製金型をつかい，時には機能部品を組み合わ

せたユニット完成品まで仕上げるものもあり，

一律に下請企業を「委託」契約で割り切ることは

難しい。したがって，独自の生産設備を持たな

い下請企業が，親企業の要請に応えて自社の労

働者を親企業の工場に配置して働かせるという

業態は，職業安定法で禁止されている「労務供給

業」と紙一重の差しかないという指摘は，十分根

拠のあることである６）。しかし，他方で，その

ような下請企業が業として存続してきた日本の

製造業における系列・下請構造の現実から出発

する限り，「社外工」や「構内下請」を禁止するこ

とは，一社専属型下請企業の存立を脅かすこと

になり，先の下請二法は，こうした葛藤のなか

で整備されてきたものと評価できよう。 

（２）標準産業分類からみた製造業務請負

　さて，事業体としての製造業務請負は，どの

ように数量的に把握されるだろうか。わが国の

政府統計等で使用される標準産業分類の区分に

は，「製造業務請負」業は存在しない。２００２年３月

に改訂された「日本標準産業分類」では，製造業

務請負と密接な関係のある業種として以下の分

類（数字は産業細分類番号）が定められている。

煩雑になるかもしれないが，製造業務請負の特

徴を浮き彫りにするために，列挙してみよう。

　①［９０９５］労働者派遣業：主として，派遣する

ために雇用した労働者を，派遣先事業所からそ

の業務の遂行等に関する指揮命令を受けてその

事業所のための労働に従事させることを業とす

る事業所をいう。

　なお，主として請負によって各種事業を行っ

ている事業所，自らその業務の遂行等に関する

指揮命令を行っている事業所は，経済活動の種

類によりそれぞれの産業に分類される７）。した

がって，製造業務請負業の多くは，製造業に分

類されることになる。

　以下では，労働者派遣業には該当しなが，製

造業務請負業と密接な関係があると思われる産

業について，新しい標準産業分類から抜粋して

みた。

　労働者供給業［９０５１］；民営職業紹介業

［９０５１］；公共職業安定所［９５３１］；港湾運送業

［４８１１］；建設業［０６，０７，０８］；警備業［９０６１］；

ソフトウェア業［３９１］；建物サービス業［９０４］；

機械設計業［８０６２］；物品賃貸業［８８］は，業態か

らみた労務供給業およびそれに類似した産業と

してくくられている８）。これらのうち，［９０５１］民

営職業紹介業とは，主として労働者に職業を

あっせんする民営の事業所をいう。ただし，映

画出演者の紹介を行う事業所は中分類４１［４１５９］

に，演劇出演者の紹介を行う事業所は中分類８４

［８４９６］に，公共職業安定所は大分類Ｒ－公務（他

に分類されないもの）［９５３１］に分類される。この

民営職業紹介業に該当する産業の例示として，

看護師紹介所，家政婦紹介所，マネキン紹介所，
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配ぜん人紹介所，労働者供給業，労働者募集業，

内職あっせん業が示されている。分類番号が付

いていないのは，これらの事業がまだ産業分類

として認証されていないからである。他方，こ

れに該当しない産業として，公共職業安定所

［９５３１］；公共船員職業安定所［９５３１］；映画出演

者あっせん業［４１５９］；演劇俳優あっせん業

［８４９６］が例示されている。

　［９０９２］産業用設備洗浄業は，主として石油精

製所，化学工場，セメント工場，製紙工場，発

電所及び製鉄所などに設置された各種設備機器，

配管設備，貯水槽及び上下水道管を機械的又は

化学的な方法を用いて洗浄する事業所をいう。

こうした事業においても，労働者は直接雇用さ

れた事業主の事業所から空間的に離れた事業所

で就業することが通例である。産業用設備洗浄

業の例示として，プラント洗浄業，産業用配管

洗浄業，産業用タンク洗浄業，産業用上下水道

管洗浄業などがあげられている。後の事例調査

にみるように，製造業務請負企業の中には，製

造ラインの「洗浄」部分の請負から事業を拡大し

ていった例もある。ビルメンテナンス業［９０４１］，

自動車清掃業［８６１９］，ビル清掃業［９０４９］は，産

業用設備洗浄業には含まれない。

　［９０９３］非破壊検査業とは，主として原子力発

電所，船舶，航空機，化学プラント，橋りょう

（梁），ビル等の構造物，設備若しくはボイラ等

の機器の製造時の品質保証又は使用中の安全確

保のため，放射線，超音波，渦電流，浸透現象

等を利用して構造物，設備を破壊せずに検査す

る事業所をいう。検査はおこなうが，「非破壊検

査業」に属さない産業として，商品検査業（非破

壊検査法によらないもの）［９０２１］，計量証明業

［９０３］，建物サービス業［９０４］，水質検査業［７４９２］

が例示されている。

　［９０９４］看板書き業とは，主として屋号などの

看板書きを行う事業所をいう。看板書きを行う

もので単純な加工を注文によって行う事業所も

本分類に含まれる。ただし，規格品などを大量

に製造する事業所は大分類Ｆ－製造業に分類さ

れる。

　主として労働者派遣業をおこなっている企業

が，同時に請負事業をおこなっている場合や，

逆に主として請負業を営む企業が労働者派遣を

おこなう場合が実際にありうるが，産業分類と

しては売上げ構成比の最も高い業種に特定され

ている。

　労働者派遣業には属さない産業の例として，

労働者供給業［９０５１］，民営職業紹介業［９０５１］，

公共職業安定所［９５３１］，港湾運送業［４８１１］，建

設業［０６，０７，０８］，警備業［９０６１］，ソフトウェ

ア業［３９１］，建物サービス業［９０４］，機械設計業

［８０６２］，物品賃貸業［８８］が列挙されている。

　［９０９９］他に分類されないその他の事業サービ

ス業は，事業数が僅かであるか，あるいは最近

登場したばかりの業種で業態が安定していない

もの，国際的産業分類基準に合致しないもの等

の対事業所サービス業である。これに属するも

のとして，新聞切抜業，鉄くず破砕請負業，船

舶解体請負業，集金業，取立業，陸送業，商品

展示所，パーティ請負業，バンケットサービス

業，レッカー車業，温泉供給業，はく（箔）押し

業（印刷物以外のものに行うもの），圧縮ガス充

てん業，液化ガス充てん業，液化石油ガス（ＬＰ

Ｇ）充てん業，プリペイドカード等カードシステ

ム業，トレーディングスタンプ業，メーリング

サービス業，電気保安協会，自家用自動車管理

業が例示されている。このような分野において

も，直接雇用関係にない労働者が，事業所むけ

のサービスに従事している例が多くみられるか

ら，労働者派遣業と業務請負業双方にオーバー

ラップする分野として注目すべきであろう。ア

メリカなどでよく見られる独立契約者あるいは

個人請負（Independent Contractor）は，こうし

た産業分野で今後一気に拡大する可能性が予測

される。

（３）「事業所・企業統計調査」による製造業務

請負の推計

　前項で説明したように，製造業務請負業を政
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府統計によって直接把握することはできない。

そこで，代替手法としてここでは総務省統計局

の「平成１３年事業所・企業統計調査」を用いて，

若干の推計を試みてみた。表１は，全産業およ

びその内数の一部である製造業事業所数を，「派

遣又は下請従業者」の有無別にみたものである。

「派遣又は下請」と，派遣と製造業務請負あるい

は構内下請を区分して把握したいわれわれの関

心からすれば，不十分なデータであるが，この

統計調査実施時点では，製造の業務への派遣は

解禁されておらず，製造業事業所における製造

の業務以外への派遣従業員の受け入れはともか

くとして，製造の業務に派遣を直接受け入れる

ことは禁止されていたのだから，おおまかな状

況を知る上で，一定の意味はあるだろう。また，

「派遣又は下請」が「事業所・企業統計調査」の調

査票に加わったのは，この２００１年調査が初めて

であった。事実，調査対象事業所からみれば，

派遣も構内下請もアウトソーシングによる外部

労働力として区別が意識されにくいという面も

あるだろう９）。

　公務を除く全産業事業所数約６１４万の内，別経

営の事業所へ派遣又は下請従業者を送り出して

いる事業所は約１０万７,０００事業所で，比率は１.７％

あまりと低い。派遣と下請従業者のみで成り立

つ事業所は５,９０３事業所で，別経営の事業所への

派遣もなく下請従事者も送り出さず，もっぱら

他の事業所からの派遣又は下請従業者で成り

立っているものである。

　製造業についてみると，約６５万事業所の内，

別経営の事業所からの派遣又は下請従業者を受

け入れている事業所数は約４万の６.２％で全産

業平均の４倍近い率である。また，事業所規模

別にみると，別経営の事業所からの派遣または

下請従事者受け入れ事業所数の割合が５０％を超

えるのは３００人以上規模の製造業事業所である。

こうした事業所の中に，製造業務請負企業の労

働者が就業していることは容易に予想できる。

　次の表２は，派遣又は下請従業者数ベースで

みた事業所分布である。公務を除く全産業の従
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業者（従業上の地位区分のすべてを含む）は約

５,４９１万人で１０），その内約１３６万人は別経営の事業

所への派遣か，下請従業者として送り出されて

働く人たちである。ここで，派遣とは，労働者

派遣法に定める派遣を含み，さらに在籍出向社

員も含まれる。これに対し，別経営の事業所か

ら派遣又は下請従業者として送り込まれている

従業者数が約２１６万人いることに注意したい。製

造業についてみると，派遣又は下請従業者とし

て送り出されている人数が約３３万９,０００人に対

して，同様に受け入れられている従業者数は約

６３万３,０００人と２倍近くなっているのはどうい

う理由によるものだろうか。これは単なる統計

上の不突合の問題として片づけることはできな

い。統計調査への回答者の意識のずれに留まら

ない現実の問題として，第一に，派遣と下請の

区別が曖昧になっていること，第二に，従業員

の企業外部と内部の区別が曖昧になっているこ

との両側面から分析を深める必要があろう。

　製造業で派遣又は下請従業者として受け入れ

られている男女別割合は，男性が約７割と全産

業の男性比率約６割と比べて高い。この点も，

製造業務請負で働く従業者の男性比率と関連づ

けて考察する必要がある。

　以上は，事業所ベースでみた派遣・下請従業

者の状況であったが，今度は表３によって，企

業ベースでみた派遣・下請従業者数の企業規模

別分布をみることにしよう。もちろん，製造業

務請負企業の中には，多数のグループ企業に分

社化して，見かけ上小規模企業として業務請負

に算入されている例もあるから，この表からは

大まかな傾向しか読み取ることはできない。派

遣・下請従業者の有無別企業数でみると以下の

特徴が明らかになる。

　第一に，製造業の５,０００人以上規模の企業では，

１２５社すべてで派遣又は下請従業者を受け入れ
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ている点である。巨大企業とも呼ぶべきこれら

の企業では，人材のアウトソーシングが１００％実

施されており，この比率は規模が小さくなると

ともに低下し，１００人から３００人未満規模で５割

強，それ以下の規模になると受け入れ率は急速

に低下している。

　第二に，製造業では他の事業所に送り出され

る派遣・下請従業者と受け入れられる派遣・下

請従業者でともに男性比率が高く，送り出し従

業員の約９０％，受け入れで従業員の約７０％が男

性従業者である。

　派遣と下請が区別されていない制約はあるも

のの，以上の分析から仮説として描けるイメー

ジは，次のようなものである。従業者の戦略的

アウトソーシングは，製造業においては比較的

事業所・企業規模の大きいところでこそ積極的

に推進されている。それは，企業の固定費とし

ての人件費をいかに変動費化するか，そして総

額人件費をいかに削減するかを主たる動機とす

る人材のアウトソーシング戦略のあらわれとみ

ることができる。そして，製造の業務への人材

派遣が全面的に解禁されたあかつきには，製造

ライン作業者（オペレータ）として基幹的製造業

務に携わる労働者を，いわば「貸し工」として利

用する製造業企業が飛躍的に増大する可能性が

大きくなるだろう。ただし，その場合でも製品

の品質保証，労働安全への配慮をすることなく

人件費削減だけを追求した場合，大量のリコー

ル製品を市場に送り出したり，労働災害を頻発

させるなどのリスクが伴うことを，企業経営者

は認識するであろう。

２　製造業務請負の事例調査

　以下では，われわれが実施した企業訪問調査

の結果から，製造業務請負企業の事例分析とし

て紹介したい１１）。

＜企業の概要＞

　Ａ社の創業は１９９０年で，Ａ運送店が始まりで

ある。翌９１年には，資本金１００万円でＡ商事とし

て法人設立をし，同年に現在の事業所の所在地

であるＣ県でＤ支社を設立した。それと同時に，

製造業構内請負事業開始した。現在までの取引

先企業の業種別構成は，電気・電機１７社，電子・

半導体６社，機械・金属１２社，住宅３社，自動

車４社，紙パルプ２社，食品・医薬・部外品１１

社，成型・非金属・ゴム９社，プラスチック・

樹脂ガラス１０社，物流・倉庫１５社，事務・営業・

サービス・その他１６社となっている。現在の資

本金は２,０００万円で，累計の登録スタッフ数は

６,０００人を数えている。

　Ａ社の事業内容は，アウトソーシングであり，

業務請負業および登録免許に基づく労働者派遣

事業の両方を事業展開している。インタビュー

に応じてくれた社長のＢ氏は，いくつかの職業

を経験しながら，運送業の手伝いを始めた。

　しかし，運送業の仕事も事情により継続でき

なくなり，大手電機メーカーのＥ社工場の「請

負」と「派遣」を自ら引き受けることになった。も

ちろん，請負事業として人材を派遣するのは違

法だったから，１５人くらいの点在していた作業

者を一カ所にまとめて請負とした。１９９０年９月

からＦ県のＥ社コンプレッサー事業部と取引を

開始した。コンプレッサーの完成工程（最終仕上

げの工程）の請負からスタートした。それまで７

社あった請負企業が３社に集約され，Ａ社はそ

の一つとして残れた。一番古くから請負をして

いたＧ製作所が，完成工程の第１，第２工程を請

負い，Ａ社が第３工程の一部分を担当すること

になった。第３工程には，５，６本のラインがあ

り，その半分をＡ社が請け負ったが，工程の中

でも一番労働負荷の大きい部分だったので，従

業員の定着が困難であった。ラインの要因を確

保できなくなり３か月で契約を打ち切られてし

まった。文字通り１５人まとめて仕事を失った。

きつい仕事だけだったので，社員の定着が悪い

のはやむを得なかった。

　解約された時点で７人でやるラインに移され

た。社内清掃とか部品洗浄のような誰でもでき

る部署に追いやられた。８人は違うラインで働
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き，われわれ残り７人は清掃の仕事，目の前で

８人に仕事されて悔しかった。そこで自分たち

で，洗浄準備班として完全請負を始めることに

した。洗浄液の準備作業は，悪臭もひどく，誰

にでもできる仕事ではないと自覚した。最終的

に２０人規模で完全請負してがんばった結果，品

質向上に結びついた。機械をラインにのせて運

ぶと落下したりするという低い評価を，吾々の

改善・工夫で高い評価に改めさせた。そのため

にはラインの改造もやったし，仕事も簡略化し

て，品質向上と同時に，ラインの見栄えもを美

しくした。その評判もあってか，Ｅ社のＣ県工場

の仕事を受注することになった。Ｃ県工場はす

でに１９８７年から稼働していたが，完成工程で５０

人の作業者が必要ということでＢ社長は，Ｃ県事

業所の責任者として赴任した。

　Ｅ社のＣ県工場では，すでにＨ工業という全国

区の企業がラインの請負をやっていた。しかし，

この企業でも５０人の作業者を集めきれなかった。

Ｂ社長は，１９９１年１月から「お役に立ちたい」の

気持ちだけでＣ県に赴任し，それ以降３年以上，

Ｅ社以外の仕事はしなかった。「Ｅ社の下請」とい

う意識とポリシーをもっていたという。

　Ｅ社のＣ県工場の課長をしていたＩ氏から，「コ

ンプレッサーの技能はずっと続くものではない。

請負は永久就職じゃない，生産変動があったり，

市況が悪くなれば要らなくなる」といわれた。

１９９３年は冷夏の年で，Ｃ県工場の製品は輸出向

けのコンプレッサーだったにも関わらず，国内

向けスクロール・コンプレッサーの受注が減っ

た影響で仕事が減少した。Ｉ氏は，「おまえはよく

ても従業員どうするんだ」と忠告した。そこで，

Ｂ社長は，意識的に営業活動を開始することに

した。その時Ａ社Ｄ支社は，常時５０～１００人をＥ

社Ｄ工場のために雇っていた。営業のノウハウ

も最初は全くなかったし，一生懸命さだけでは

顧客をつかむことはできなかった。そこでまず，

自分自身で本を買って独学した。

　そんななか，偶然にも現在も取引が続いてい

る１社を含めて２社が仕事をくれた。Ｊ社は，大

手スーパーのＫ社の豆腐をつくる工場を操業し

ていた。「できたて豆腐」の製造を請け負い，日勤

に加えてＡ社の責任で夜勤を始めた。借りた工

場設備を使って，うどんの「できたて麺」をつ

くった。その過程でいろいろな改善提案もおこ

なった。夜のシフトは時間も長く，工場の清掃

業務も請け負っていたから厳しいものであった。

Ｊ社との取引は現在は終了している。

　今も取引が続いているのはもう１社のプラス

ティック樹脂成形のＫ社Ｌ工場である。この工場

でも，社長のＢ氏は，最初の立ち上げ時期には

工場のラインについて働いた。Ｋ社Ｌ工場の仕事

は，最初は事実上の派遣だった。法に触れる部

分があったことは否定できない。請負の名の下

の派遣だったということである。

　事業の方も徐々に軌道にのり，社員の規模も

拡大してきたが，Ａ社として改善しなければな

らない課題が従業員の処遇の問題であった。Ａ

社では最初福利厚生とか退職金もなかった。あ

げればきりがないくらい不備があった。あるべ

きモノがない。そこで，社会保険以外の法定福

利も整備し，医療，年金，雇用保険に加入し，

退職金制度も導入した。また，就業規則を整備

して，１９９７年には社会保険労務士などと相談し

てきちんとしたものに改正した。

　Ａ社では，社員，準社員（パート・アルバイ

ト・研修期間），臨時社員，アルバイトなどの社

員区分がある。現在，正社員１４人でＣ県内に３

カ所の事業所を展開している。これ以外に登録

社員が２,０００人以上いる。１日でも当社の社員と

して働いたら登録社員としてカウントしており，

１９９３年以降雇った経験のある人はすべて１人と

してみなしている。年間１,０００人以上が有効登録

者で，その内で現在雇用契約を交わしている人

が２００から３００人くらいいる。日本人が多いが日

系ブラジル人も雇用契約している。最近では誰

でもできる仕事が減っており，日系ブラジル人

へのニーズも減ってきている。品質保証のＩＳＯ

９０００シリーズ導入の影響で，日本語の読み書き

ができない人が敬遠されるというのも一つの理
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由である。Ｅ社やＪ社からはポルトガル語のマ

ニュアル作成希望があり，Ａ社がそれを作成し

ている。Ａ社の日本語に長けている日系人ブラ

ジル人につくらせたし，今では社内に日本語と

ポルトガル語の読み書き能力のある社員を雇っ

ている。

＜請負契約の実態＞

　請負契約は，小ロット化の影響でほとんどが

１か月単位になっている。飲料や氷以外の製造

業は，波が激しいので１か月単位化している。

長期の契約は２社くらいしかない。半年以上あ

るいは期間の定めのない契約は２社くらいしか

ない。そこでは５０人くらいの登録社員が働いて

いる。

　登録社員の雇用契約期間は，２か月をめどにや

めてもらっている。そうしないと，雇用保険や

ら雇用関係やら難しくなる。２，３か月以上続く

ような仕事は本当にない。一つの仕事を勤め上

げようとする人も少ない。Ｃ県では，地場産業

が盛んで，実家が農家とか家業があるとかです

ぐやめる場合がある。登録社員の男女比は半々。

ニーズは女性へのニーズが多い。年齢は４０歳く

らいまでが多いがなかにはそれ以上の年齢の登

録社員もいる。

　採用面接は必ず実施し，Ａ社の管理者の年齢

も伝えて，中高年の採用予定者には年下の管理

者の指示で働くことに抵抗感がないか確認して

いる。登録社員に新卒は少なく，前職は業務請

負のような同業からの求職者が多い。

　登録社員の賃金は，時給１,０００円で日給８,０００円

が基本となっている。この中に交通費は含まれ

ている。実際の時給の分布は，９００円～１,０００円

の間で，登録社員の技能に応じて「技能手当」を

基本給の５０％まで出す。したがって最高の時給

は１,５００円となるが，いまは適用者がいないとい

う。

　Ｅ社Ｄ工場で現在働いているのは，正社員と

元Ｈ工業の社員のみだが，今日（調査時点）から

スポットでＥ社Ｄ工場に５人Ａ社から派遣とし

て入っている。これは業務請負ではない。

　以前だったら時間単価で２,５００円が相場で，安

い時でも２,０００円だった。今ではスポットで１,３００

円でやれといわれたら成り立たない。何かの違

反をしなければできない。

　単価の決め方：完全請負で最低１,６００円は必要

で，しかも品質保証なしという条件である。し

かし，１,６００円くれるところはいまはない。重作

業（男）が１,６００円，集中力・判断力の必要な女性

の軽作業が１,４００円，安いところは１,２００円や

１,１５０円といった水準である。粗利が２５０円しか

ない。過去６年くらい目に見えて単価が下がっ

てきている。

　マスコミでも話題になったＭグループはなん

で大きくなれるのか。法的範囲からはずれるし

かないだろう。管理費が高くなるのに成り立つ

のは，安く請け負っていることとネームバ

リューにあるのだろう。今この業界では価格キ

ラーになっているし，数でこなしているともい

われている。しかし，粗利はやり方によっては

取れるのである。消費税の簡易課税制度を使っ

て，うまくくぐり抜けているのではないか。社

名もよく変えるし，組織変更も頻繁だ。３年以

内なら消費税を払う必要がない。

　今回の派遣法改正は，ある意味チャンスと受

け止めている。そのメリットは，請負も許可制

になるかもしれないということだ。細かいとこ

ろはつぶれる。Ａ社の本社は，１９９７年頃に業務

請負を営業しながら派遣事業者の免許も取った。

当時としてはＡ社の本社が初めてであった。今

回の法改正では，本社が免許をとっているので，

事業所拡大の届け出だけで派遣ができるように

なった。Ａ社名はは屋号で法人にはなっていな

い。

　しかし，派遣法改正のデメリットのほうが多

い思う。製造の場合，１年しか派遣できない。そ

こで，１年間派遣で使って，過ぎたら請負に切り

替えるという対応でやるしかない。ここで当社

の強みが生かせるかどうかだ。派遣の免許を

もっているところはやりやすいかもしれない。

　業界ではどんな議論になっているかというと，
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生き残る路はあるだろうと甘く見ている。もし

派遣や請負をつぶしていったら，日本経済がダ

メになるだろうという認識だ。時間給が３,０００円

近い正社員だけでは成り立たないだろう。抜け

道は残してもらえるだろう。ビジネスチャンス

は減るかもしれないが，派遣でまず仕事に入っ

ていかないと，請負もできなくなるだろう。

　現在一番気になるのは，派遣の場合入札が多

いことである。県庁，市役所，図書館などすべ

て入札制だ。これはＡ社の本社にも影響が大き

い。図書館司書の派遣も入札である。入札の部

分はデメリットで，入札だと売り上げがゼロに

なる危険性もある。

　大手の持つ派遣子会社の存在意味がなくなる

のでは。そこにビジネスチャンスがあるのでは

ないか？　大手泣かせの面もあるように思える。

別会社の請負のチャンスも増えるかもしれない。

原則自由化はＯＫだが，１年の制限は問題と思う。

　派遣のほうが，利幅が大きいかもしれない。

１８％なら利幅はよい。プロを送るから派遣とよ

くいうが，そんな人材，実際に多くいるだろう

か。請負の場合は，消耗品，手直しの費用，品

質保証まで考えたら派遣のほうが儲けやすいの

ではないだろうか。スポットだから，派遣のほ

うが悪いことはいくらでもできる。伝票操作も

可能だろう。

　単価の決定方法。高いところから出発して交

渉する。新規が少ないから，１,４００円が仕切りだ

からといえば，それでいく。１年，２年後に評価

をみて引き上げ要請する。

　当社では安全面の訓練は必ずする。冊子や注

意書きを本人に渡す。仕事の現場では，安全管

理の責任は当社の責任になっている。労災は

１００％当社責任で，入院が必要な労災は過去２回

あった。１０年前１件と最近１件（指先切断）と転

倒でもう１件。スポットでも労災に入っている。

３　労働者派遣法における製造の業務の今後

　以上みてきたように，労働者派遣法による製

造の業務への派遣の解禁が今後どのような事態

を生み出すかについては単純な予測が困難な現

状である。

　しかし，一つの流れとして，従来製造業務請

負としてアウトソーシングされていた業務の一

定割合が，派遣事業者に流れることは間違いな

いだろう。その場合，派遣法改正までの労働政

策審議会での意見の対立や，国会における付帯

決議に示されているように，派遣であれ，製造

業務請負であれ，雇用主としての責任は厳格に

果たされなければならない。しかし，事例調査

にもあらわれていたように，製造業務請負企業

や派遣企業の一定部分は，顧客に対して価格設

定力をそれほど強く発揮できる条件は当面少な

いだろう。だとすれば，派遣・業務請負を大量

にこなす企業の中には，価格競争のみに走るこ

とで，自己の雇用する労働者に対する安全配慮

義務や福利厚生を回避し，労働者の基本的労働

条件をないがしろにするような企業があらわれ

ないとも言い切れない。新たな段階に入った製

造業務請負の健全なあり方を求める関係者の努

力は，顧客企業，請負企業，労働者，行政官庁

そして業界団体の遵法努力と公正取引の徹底に

よって実りあるものとされるべきであろう。

１）厚生労働大臣は，２００３年１２月２日付けで労働政
策審議会に対してすでに成立した労働者派遣法の
施行時期を定めた政令案「職業安定法及び労働者派
遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業
条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律
の施行期日を定める政令案要綱」について諮問をお
こない，若干の付帯意見を添えて即日「おおむね妥
当」の答申を得た。
２）同法附則第４項は次のように改正された。
　第五条第二項の規定の運用については，当分の間，
同項第三号中「所在地」とあるのは，「所在地並び
に当該事業所において物の製造の業務（物の溶融，
鋳造，加工，組立て，洗浄，塗装，運搬等物を製造
する工程における作業に係る業務をいう。）であつ
て，その業務に従事する労働者の就業の実情並びに
当該業務に係る派遣労働者の就業条件の確保及び
労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案し
て厚生労働省令で定めるもの（以下「特定製造業務」
という。）について一般労働者派遣事業を行う場合
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にはその旨」とする。
３）ここで「内部労働市場」とは，個別企業あるいは
企業グループ内において，正規雇用（正社員）を中
心に新規学卒一括採用，内部昇進，年功的処遇とし
て現れたいわゆる「終身雇用」慣行を意味している。
企業経営にとってこの内部労働市場で働く労働者
＝正社員は，企業業務の恒常的遂行に欠かせない
「人的資本」として位置づけられ，その処遇も非正
社員とは区別されてきた。賞与・退職金の支給や企
業内福利厚生の完全適用などは，こうした正社員に
限定された物である。それにたいし，「外部労働市
場」とは，企業の基幹的労働力としては位置づけら
れないが，業務の繁閑により，追加あるいは削減対
象となる必要労働量（業務）を担う労働力の確保の
仕組みとして，古くは臨時工・社外工からはじまり，
今日ではパートタイムや派遣社員を活用する雇用
の「多様化」戦略として重視されている。もちろん
これらの外部労働市場から調達される労働力に対
しては，賞与や退職金は支給されず，企業内福利厚
生の適用も限定的で，内部労働市場への参入（正社
員化）もきわめて限定的である。
　現在進んでいるアウトソーシングや雇用形態の
多様化は，従来企業内部で育成・確保されてきた人
的資源が担ってきた業務を，企業外部に委託・外注
したり，逆に外部労働市場に位置づけられてきた
パートタイム労働者を「基幹社員」化するなど，内
部と外部の垣根に揺らぎをもたらしている。しか
し，その基本は，企業経営にとって，make or buy
（自社でつくるのか外部から購入するのか）の意志
決定という古くからある選択肢に求められる。そ
して，その決定の基準の一つが，コスト（どちらが
安いか）にあることはいうまでもない。
４）民法第６３２条は，「請負」について次のように定
めている。「請負ハ当事者ノ一方カ或仕事ヲ完成ス
ルコトヲ約シ相手方カ其仕事ノ結果ニ対シテ之ニ
報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス」。
この意味で，製造の業務であれ，建設の業務であれ，
サービスの業務であれ，企業相互間，企業と個人間，
政府と企業間，個人と個人間に「請負」関係が成り
立つ。
５）下請代金支払遅延等防止法（１９５６年）の第二条で
は，下請取引を「製造委託」として以下の通り定義
している。「この法律で『製造委託』とは，事業者
が業として行う販売若しくは業として請け負う製
造（加工を含む。以下同じ。）の目的物たる物品若
しくはその半製品，部品，附属品若しくは原材料又
は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは
原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事
業者がその使用し又は消費する物品の製造を業と
して行う場合にその物品又はその半製品，部品，附
属品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託す
ることをいう。」
　他方，下請中小企業振興法（１９７０年）では，第２
条４項において，下請事業者を「委託」の観点から
次の通り定義している。「『下請事業者』とは，中小

企業者のうち，法人にあつては資本の額若しくは出
資の総額が自己より大きい法人又は常時使用する
従業員の数が自己より大きい個人から委託を受け
て第二項各号のいずれかに掲げる行為を業として
行うもの，個人にあつては常時使用する従業員の数
が自己より大きい法人又は個人から委託を受けて
同項各号のいずれかに掲げる行為を業として行う
ものをいう。」

６）「労働者派遣事業と請負により行われる事業との
区分に関する基準」（１９８６年４月１７日）（労働省告
示第三十七号）によれば，労働者派遣法の制限を免
れるためには，以下の要件を事業者が満たしていな
ければ，「偽装請負」とみなされるはずであった。
　「１　次のイ，ロ及びハのいずれにも該当するこ
とにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直
接利用するものであること。
　イ　次のいずれにも該当することにより業務の
遂行に関する指示その他の管理を自ら行うもので
あること。
（１）労働者に対する業務の遂行方法に関する指示
その他の管理を自ら行うこと。
（２）労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指
示その他の管理を自ら行うこと。
　ロ　次のいずれにも該当することにより労働時
間等に関する指示その他の管理を自ら行うもので
あること。
（１）労働者の始業及び終業の時刻，休憩時間，休
日，休暇等に関する指示その他の管理（これらの単
なる把握を除く。）を自ら行うこと。
（２）労働者の労働時間を延長する場合又は労働者
を休日に労働させる場合における指示その他の管
理（これらの場合における労働時間等の単なる把握
を除く。）を自ら行うこと。
　ハ　次のいずれにも該当することにより企業に
おける秩序の維持，確保等のための指示その他の管
理を自ら行うものであること。
（１）労働者の服務上の規律に関する事項について
の指示その他の管理を自ら行うこと。
（２）労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこ
と。
　２　次のイ，ロ及びハのいずれにも該当すること
により請負契約により請け負つた業務を自己の業
務として当該契約の相手方から独立して処理する
ものであること。
　イ　業務の処理に要する資金につき，すべて自ら
の責任の下に調達し，かつ，支弁すること。
　ロ　業務の処理について，民法，商法その他の法
律に規定された事業主としてのすべての責任を負
うこと。
　ハ　次のいずれかに該当するものであつて，単に
肉体的な労働力を提供するものでないこと。
（１）自己の責任と負担で準備し，調達する機械，
設備若しくは器材（業務上必要な簡易な工具を除
く。）又は材料若しくは資材により，業務を処理する
こと。
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（２）自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術
若しくは経験に基づいて，業務を処理すること。」
７）総務省統計局による「日本標準産業分類」の詳細
については次のサイトを参照されたい。
http://www.stat.go.jp/info/seido/sangyo/。
８）各産業に付けられた数字は産業分類番号で，４桁
の数字が産業細分類，３桁が産業小分類，２桁が産業
中分類をあらわしている。
９）事業所に対するアンケート調査等では，派遣と構
内下請を区分すると，かえって回答の精度がおちる
という問題も生じる。評価は別として，実際におい
て派遣と請負の区分は当初より曖昧であった。こ
の点ついては，筆者も一員として調査票の設計・解
析にあたった財団法人雇用開発センター『世紀転換
期の雇用システム――業績主義と雇用管理の多様
化・外部化』２００１年３月，における拙稿「多様な就
業者の活用と雇用管理の課題」および小林良暢稿
「非正規化が進む製造業の雇用管理」を参照された
い。
１０）「事業所・企業統計調査」では，従業上の地位区
分として以下のように分類し，集計表にはこれらす
べての従業者が含まれている。①個人業主：個人経
営の事業所で，実際にその事業所を経営しているも
のをいう。②無給の家族従業者：個人業主の家族で，
賃金・給与を受けずに，事業所の仕事を手伝ってい
るものをいう。家族であっても，実際に雇用者並み
の賃金・給与を受けて働いている人は，「常用雇用
者」又は「臨時雇用者」に含める。③有給役員：有
給役員とは，法人，団体の役員（常勤，非常勤は問
わない。）で，給与を受けている人をいう。重役や理
事などであっても，事務職員，労務職員を兼ねて一

定の職務に就き，一般職員と同じ給与規則によって
給与を受けている人は，「常用雇用者」に含める。④
常用雇用者：事業所に常時雇用されている人をいう。
期間を定めずに雇用されている人若しくは１か月
を超える期間を定めて雇用されている人又は平成
１３年８月と９月にそれぞれ１８日以上雇用されてい
る人をいう。⑤正社員・職員：常用雇用者のうち，一
般に「正社員」，「正職員」などと呼ばれている人を
いう。⑥正社員・正職員以外：常用雇用者のうち，一
般に「正社員」，「正職員」などと呼ばれている人以
外で，「嘱託」，「パートタイマー」，「アルバイト」
又はそれに近い名称で呼ばれている人をいう。⑦
臨時雇用者：常用雇用者以外の雇用者で，１か月以
内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用
されている人をいう。⑧派遣・下請従業者：労働者
派遣法にいう派遣労働者，在籍出向など出向元に籍
がありながら当該事業所に来て働いている人のほ
か，下請として他の会社など別経営の事業所から来
て働いている人をいう。

１１）この事例調査で企業名をＡ社と表記しているのは，
調査に協力してくれた企業との約束により，企業名
を公表しないことを前提に率直に経営の実情をヒ
アリングさせて頂いた事情による。企業の規模や
業態から同社を特定化できないように所在地も伏
せてある。この場を借りて，業務多忙の中貴重な時
間をわれわれに与えてくれたＡ社取締役社長のＢ氏
に御礼申し上げたい。ヒアリング調査は，私のほか
に青山学院大学助教授白井邦彦氏，中小企業家同友
会全国協議会調査室長鈴木幸明氏の３人のメン
バーが２００３年９月８日にＡ社を訪問し，実施した
ものである。
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